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国
内
に
住
ん
で
い
る　

歳
以
上

２０

　

歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
は
、
国

６０民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
や
が
て
訪
れ
る

長
い
老
後
や
、
生
活
の
安
定
を
損

な
う
よ
う
な
万
が
一
の
事
態
に
備

え
、
保
険
料
を
出
し
合
い
、
お
互

い
を
支
え
合
う
制
度
で
す
。

　
　

歳
に
な
っ
た
ら
、
厚
生
年
金

２０
や
共
済
組
合
な
ど
の
加
入
者
以
外

は
、
必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
ま

し
ょ
う
。

▼
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

　

市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。（　

歳
到
達
の
場
合
は
、

２０

事
前
に
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
か

ら
申
請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
）

▼
毎
月
の
保
険
料

　

月
額
１
４
、１
０
０
円

▼
保
険
料
の
納
め
方

　

社
会
保
険
庁
が
発
行
し
た
「
納

付
書
」
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、

郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
、
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
で
納

め
ま
す
。
ま
た
、「
口
座
振
替
」
や

「
電
子
納
付
」
で
納
め
る
方
法
も

あ
り
ま
す
。

※
「
口
座
振
替
」
と
は
、
口
座
か

ら
自
動
的
に
保
険
料
を
引
き
落

と
し
て
納
め
る
方
法
で
す
。

※
「
電
子
納
付
」
と
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
・
携
帯
電
話
な
ど
を
利

用
し
て
保
険
料
を
納
め
る
方
法

で
す
。
詳
細
は
、
社
会
保
険
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.sia.go.jp/

▼
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き

は
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部

が
免
除
さ
れ
る「
申
請
免
除
制
度
」

が
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、　

歳
未
満
の
方
を
対
象

３０

と
し
た
「
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
」
や
学
生
を
対
象
と
し
た
「
学

生
納
付
特
例
制

度
」
な
ど
保
険

料
の
納
付
猶
予

制
度
も
利
用
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

国
民
年
金
の
種
類
は
、
自
営
業

者
や
学
生
な
ど
の
「
第
１
号
被
保

険
者
」、厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の

加
入
者
で
あ
る
「
第
２
号
被
保
険

者
」、第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
（
収
入
が
一
定

額
を
超
え
な
い
方
）
で
あ
る
「
第

３
号
被
保
険
者
」
の
３
種
類
に
区

分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
人
や
配
偶
者
の
就
職
・
転
職
、

結
婚
な
ど
の
人
生
の
節
目
に
は
、

国
民
年
金
の
加
入
の
種
別
が
変
わ

る
こ
と
が
あ
り
、
手
続
き
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
が

遅
れ
る
と
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害

が
残
っ
た
と
き
や
亡
く
な
っ
た
場

合
に
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
く
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
上
記
の
表

の
異
動
事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、

必
ず
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

　

お
越
し
の
際
に
は
、
年
金
手
帳

な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も

の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
代
理
者
の
と
き
は
、
委

任
状
と
代
理
者
の
身
分
証
明
書
を

準
備
く
だ
さ
い
。

●
８
月　

日（
土
）は

１１

　

午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時

３０

●
８
月
６
日（
月
）・　

日（
月
）・　

１３

　
　

日（
月
）・　

日（
月
）は

２０

２７

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
７
時

３０

●
電
話
で
の
問
合
せ

�
０
１
２
０－

６
５
７
８
３
０

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
・　

時
間
）

２４

国
民
年
金
の
種
別
変
更
に
伴
う

異
動
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

２０

《
問
合
せ
》

▽
豊
岡
社
会
保
険
事
務
所

　

�　

－

３
１
９
６

２２

▽
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

豊
岡
社
会
保
険
事
務
所

か
ら
の
お
知
ら
せ

手続きが必要な場合（例）

手続き先被保険者の種別異動事由

市民課市民係ま
たは各総合支所
　市民生活課

未加入→第１号
　学生やフリーターなど、厚生年金
や共済組合に加入していない方が２０
歳になったとき

配偶者の勤務先

未加入→第３号
　第２号被保険者に扶養されている
配偶者が２０歳になったとき

第１号→第３号
　第２号被保険者になった配偶者に
扶養されるとき

市民課市民係ま
たは各総合支所
市民生活課

第２号→第１号
　60 歳になる前に、会社などを退職
したとき

配偶者の勤務先第２号→第３号
　会社などを退職し、第２号被保険
者である配偶者に扶養されるように
なったとき

市民課市民係ま
たは各総合支所
市民生活課

第３号→第１号

　配偶者が退職し、第２号被保険者
に扶養されなくなったとき

　パートなどの収入が 130 万円を超
えたときなど、配偶者の扶養から外
れるようになったとき
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す
る
防
火
対
象
物
は　

人
以
上

５０

②
消
火
器
な
ど
消
防
法
で
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
消
防
用

設
備
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
防

火
対
象
物

③
避
難
や
消
火
活
動
が
困
難
な
防

火
対
象
物

・
地
階
や
無
窓
階
（
床
面
積
に
対

し
て
窓
や
出
入
口
の
開
口
面
積

が　

分
の
１
未
満
の
階
）、３
階

３０
以
上
の
階
を
有
す
る
防
火
対
象

物
④
消
火
活
動
に
支
障
を
生
じ
る
お

そ
れ
の
あ
る
危
険
物
（
灯
油
、

ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油
な
ど
）
や
物

質
を
貯
蔵
し
、
ま
た
は
取
り
扱

う
防
火
対
象
物

・
火
災
予
防
条
例
に
定
め
る
危
険

物
や
指
定
可
燃
物
（
木
・
紙
く

ず
、
糸
類
、
合
成
樹
脂
類
な
ど
）

を
貯
蔵
し
、
ま
た
は
取
り
扱
う

防
火
対
象
物

・
消
防
法
に
定

め
る
液
化
石

油
ガ
ス
な
ど

を
貯
蔵
し
、

ま
た
は
取
り

扱
う
防
火
対
象
物

　

今
年
６
月
に
豊
岡
市
火
災
予
防

条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
「
使

用
開
始
の
届
出
」
が
必
要
な
防
火

対
象
物
の
基
準
が
改
め
ら
れ
ま
し

た
。

■
延
べ
面
積
が
１
５
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
防
火
対
象
物

■
延
べ
面
積
が
１
５
０
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
防
火
対
象
物
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火

対
象
物

①
一
定
の
収
容
者
（
関
係
者
、
居

住
者
を
含
む
）
の
あ
る
防
火
対

象
物

・
不
特
定
多
数
の
人
が
出
入
り
す

る
防
火
対
象
物
は　

人
以
上

３０

・
関
係
者
等
特
定
の
人
が
出
入
り

使
用
開
始
の
届
出
が

必
要
な
防
火
対
象
物

「使用開始の届出」が必要な防火対象物

用　　　　　　途区分

・劇場、映画館、集会場（公民館等）など
・遊技場、風俗営業店、飲食店、物品販
売店舗、展示場など

・旅館、ホテル、病院、診療所、福祉施
設、保育園、幼稚園など

・公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場に
類するもの

・地下街、準地下街
・複数の用途がある建物で、その中に上
記用途がある建物

不特定多
数の人が
出入りす
る防火対
象物

・共同住宅、学校、専門学校、図書館、
博物館、美術館など

・公衆浴場（蒸気浴場、熱気浴場を除く）、
神社、寺院など

・工場、作業場、映画・テレビスタジオ、
車庫、駐車場など

・倉庫、事務所
・文化財である建造物
・延長５０ｍ以上のアーケード

関係者等
特定の人
が出入り
する防火
対象物

《
問
合
せ
》
消
防
本
部
予
防
課

　

予
防
係
ま
た
は
指
導
係

　

�　

－

８
０
３
６

２４

　

永
楽
館
は
そ
の
前
身
と
な
る
建

物
が
あ
り
ま
し
た
。明
治
７
年（
１

８
７
４
年
）に
出
石
城
下
で
紺
屋

（
染
物
業
）を
業
と
し
て
い
た
小
幡

家
第　

代
目
当
主
の
久
次
郎
氏
が

１０

非
常
に
芝
居
好
き
な
人
で
、
農
村

歌
舞
伎
舞
台
を
造
営
し
た
の
が
始

ま
り
で
す
。
し
ば
ら
く
は
、
こ
こ

で
農
村
歌
舞
伎
を
行
っ
た
り
、
播

磨
か
ら
一
座
を
雇
い
入
れ
て
興
行

を
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　

現
在
の
永
楽
館
を
新
築
し
た
の

は
第　

代
目
当
主
の
久
次
郎
氏
で
、

１１

明
治　

年（
１
９
０
０
年
）起
工
式

３３

を
行
い
、
翌
年
に
常
設
劇
場
の
新

設
許
可
を
得
て
、
６
月　

日
に
劇

２６

場
開
演
式
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
か
ら
１
０
０
年
以
上
も
前
に

建
て
ら
れ
た
永
楽
館
は
、
近
畿
で

は
最
古
の
芝
居
小
屋
で
す
。

　

柱
や 
鎧
戸 
な
ど
一
部
の
資
材
は

よ
ろ
い
ど

取
り
壊
し
た
建
物
の
古
材
を
再
利

用
し
て
い
ま
す
。
当
時
か
ら
リ

ユ
ー
ス
（
再
使
用
）
さ
れ
、
ご
み

を
出
さ
ず
に
環
境
に
や
さ
し
い
工

事
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

工
場
見
学
会
を
開
催
し
ま
し
た

　

６
月　

日
、
永
楽
館
で
第
４
回

２４

工
事
見
学
会
（
約　

人
参
加
）
を

８０

行
い
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
左
官
職
人
か
ら
昔

な
が
ら
の
塗
り
壁
の
工
法
な
ど
に

つ
い
て
話
を
聞
き
、
自
ら 
荒  
壁  
土 

あ
ら 
か
べ 
つ
ち

を
こ
ね
て
竹
を
編
ん
だ 
小  
舞  
壁 
に

こ 

ま
い 
か
べ

塗
り
こ
み
、
永
楽
館
の
復
原
を
汗

を
流
し
て
体
験
し
ま
し
た
。

■
次
回
は
９
月　

日
号
に
掲
載
し

２５

ま
す
。

▲復原工事を自ら体験する参加者

出
石
・
永
楽
館
通
信 

「
永
楽
館
の
歴
史
」 

　
建
物
を
全
面
改
修
し
、
来
年
秋
に
は
当
時
の
姿
に
復
原
す
る 

「
永
楽
館
」
に
つ
い
て
の
情
報
を
発
信
し
ま
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
問
合
せ
》
教
育
委
員
会
出
石
分
室 

① 
防
火
対
象
物
の
新
築
・
増
築

・
用
途
変
更
な
ど
を
す
る
皆
さ
ん
へ

「
使
用
開
始
の
届
出
」
が
必
要
な

防
火
対
象
物
の
基
準
が
変
わ
り
ま
し
た


